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2公共用周波数等ワーキンググループの開催状況

「電波有効利用成長戦略懇談会」における検討事項のうち、「公共用周波数の有効利用を推進

する方策」について検討。

【検討項目】

Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

Ⅱ 周波数利用状況調査方法の在り方の見直し

Ⅲ PS-LTE等の公共用周波数の再編・民間
共用の推進

Ⅳ 周波数確保の目標の見直し
（主査）

（主査代理）

【構成員】（50音順、敬称略）

飯塚 留美 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ振興ｾﾝﾀｰ 電波利用調査部研究主幹

大谷 和子 日本総合研究所執行役員法務部長

大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授

高田 潤一 東京工業大学環境・社会理工学院教授

多賀谷 一照 千葉大学名誉教授

寺田 麻佑 国際基督教大学教養学部准教授

【これまでの開催】 （計７回開催）

第１回：平成29年11月27日（月）

第２回：平成29年12月1日（金）

第３回：平成29年12月4日（月）

第４回：平成29年12月15日（金）

第５回：平成29年12月22日（金）

第６回：平成30年 2月5日（月）

第７回：平成30年 3月19日（月）

我が国の制度状況（無線局情報の公表、電波の利用状況調査）、ＰＳ-ＬＴＥに関する諸外国の状況 等

関係機関からのヒアリング（非公開）を実施

ＰＳ－ＬＴＥについてメーカー２社からプレゼン、論点整理 等

中間とりまとめ（案）、公共部門間の周波数やシステムの共用化について



3Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

１．検討課題

２．現状

【無線局情報の公表】

① 平成15年度から、無線局免許状等の記載情報をインターネットで公表。

② ただし、国の安全、外交、犯罪の予防及び災害対策用等に関わる無線局
（例：防衛用、警察用、消防用、防災用、等）については、その業務の性質に鑑
み、不公表。

【詳細な無線局情報の提供】

① 無線局を開設しようとする者が自らの無線局の開設に必要な他の無線局との
混信調査を行えるようにするため、目的外利用を禁止した上で、混信調査に
必要な範囲内で無線局情報を提供。

② ただし、一部の公共業務用無線局（例：防衛用、警察用、消防用、防災用、等）
については、情報提供の対象外。

「規制改革推進会議 第二次答申（平成29年11月）」 ①割当て・利用状況の「見える化」 ア 公共部門の割当状況の「見える化」
【平成29年度検討開始、平成30年夏までに結論、結論を得次第順次実施】

公共部門の割当状況について、通信の傍受、妨害等により各業務に支障が生じるおそれがないよう考慮しつつ、機密性に十
分配慮した上で、海外の事例を参考に、より積極的に公表する。

①免許の年月日及び有効期間
②免許人の名称
③無線局の種別
④無線設備の設置場所（市区町村単位）

常置場所、移動範囲
⑤識別信号（呼出名称を除く）
⑥電波の型式、周波数及び空中線電力
⑦無線局の目的
⑧通信事項又は放送事項
⑨通信の相手方
（対向局の不公表情報に係るものを除く）
⑩運用許容時間
⑪指定無線局数（包括免許に限る）
⑫運用開始の期限（包括免許に限る）

公表している無線局免許状の記載情報



4Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

３．ヒアリングでの主な意見

【無線局情報の公表について】

① 無線局情報を公表しても差し支えない。

② 無線システムに関する情報の公表については、各機関の活動に支障が生じない範囲等で対応したい。

③ 一概にどの程度の加工方法であれば公表可能であるかを判断することは困難。

④ 無線局の周波数ポイントや詳細な設置場所等が公表されると、テロ活動等に伴う電波妨害により、各機関の業務遂行に
支障が生じるおそれがあるため、不公表とすべき。

⑤ 公表方法については、米国や英国での方法を我が国に適用しても支障はない。

【詳細な無線局情報の提供】

① 基本的には、対象に加えることは可能である。

② 工事設計書の記載事項は、設備の技術的な詳細が特定される情報であり、不正に利用され、妨害電波発射を誘発する
おそれ等があるため、対象に加えることは困難。

③ 混信やふくそうの調査を行うために必要な情報を提供する制度であり、個別の事案ごとに判断できるのであれば問題ない。

④ 総務省（公的な第三者機関を含む）が、混信等の調査に係る必要な技術検討を情報請求者に代わって行い、その結果を
情報請求者に提供する、というような枠組みは構築できないか。
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① 新たな電波利用ニーズが拡大し、これまで以上に官官・官民での周波数共用が必要になると考えられることから、現在
不公表とされている公共業務用周波数の電波の利用状況等に関する情報の公表を進める。

② 現在不公表とされている無線局免許の情報について、業務への影響の懸念を考慮し、無線局を開設しようとする者に
とって、その検討の端緒をなる情報として次の５項目を公表する。なお、 一時的に利用される無線局（免許期間が半年
以内のもの）は、公表対象としない。

③ ただし、上記の項目を公表することにより著しく業務に支障が生じると考えられるものについては、不公表、または公表
する項目の一部を加工することによって特定性を低減する対策を講じて公表する。

４．対応の方向性

Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

ア 免許人の名称
イ 無線局の種別（例：固定局、基幹放送局、海岸局、航空局、基地局、陸上移動局等）
ウ 無線設備の設置場所（移動しない無線局） ⇒ 市区町村単位

無線設備の移動範囲（移動する無線局） ⇒ 市区町村単位よりも狭い場合は市区町村単位
エ 周波数 ⇒ 周波数帯
オ 無線局の目的 （例：公共業務用、電気通信事業用、一般業務用）

【公表項目】

【不公表とするもの】

ア 特定秘密に該当するもの
イ 特別防衛秘密に該当するもの
ウ 人工衛星及びロケットの位置・姿勢の把握、制御（保安）のための無線局
エ 原子力事業者が原子力施設の警備に利用する無線局
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④ また、自衛隊法112条に基づいて周波数を承認しているものについて、防衛省の協力を得て、業務に支障のない範囲（免
許人の名称及び周波数帯）で公表する。

⑤ 視覚的にも分かり易い公表方法を目指し、米国・英国での公表方法を参考に、電波利用ホームページの検索システムで
の公表に加え、周波数を軸とした公表方法を導入する。（別紙1参照）

⑥ 官官・官民での周波数共用が促進されるよう、現在、詳細な無線局情報の提供制度の対象外とされているものについても、
同制度の対象に加えることとし、その際、情報の請求者に対して直接詳細な無線局情報を提供できない場合も想定した制
度を検討する。

⑦ 電波の利用状況の公表（公表項目、公表方法、等）については、技術の進展、利用状況調査の結果等を踏まえ、継続的に
見直しする。

４．対応の方向性

Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

【一部を加工して公表するもの】

（つづき）

犯罪の捜査・取締、テロ等に係る調査、要人警護、国の安全保障の確保の各業務を担う国の機関については、
「免許人の名称」を「その他の国の機関」とする。

また、特に業務の特殊性等、個別システムの事情を考慮すべきものがある場合には、その加工方法を検討する。
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無人移動体画像伝送システム

４ 当該周波数帯域の中の主要なシステム及びアプリケーション
の概要

５ 周波数アクションプランによる将来の使用について
当面の間、見直しの予定はない。

６ 当該周波数帯域の直近の電波利用調査の結果及びその評
価

本周波数帯は、・・・

１ 周波数の帯域内の利用主体とその概要
当該周波数帯は、国及び地方自治体、民間企業等が、陸上移動業務

の用途で使用。国の機関には、内閣府、宮内庁、総務省、消防庁、法務省、
化学兵器禁止機関技術事務局、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水
産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、気象庁、環境省、その他の国の機
関が存在する。

２ 国内外の周波数割当計画の表から当該帯域の抜粋（脚注を含む。）

３ 無線局の業務（態様）単位での主体ごとの無線局数
内閣府＊＊局、宮内庁＊＊局、総務省＊＊局、消防庁＊＊局、法務省＊

＊局、化学兵器禁止機関技術事務局＊＊局、財務省＊＊局、文部科学省＊
＊局、厚生労働省＊＊局、農林水産省＊＊局、林野庁＊＊局、経済産業省
＊＊局、国土交通省＊＊局、気象庁＊＊局、環境省＊＊局、その他の国の
機関＊＊局、地方自治体(消防・防災)＊＊局、民間事業者等＊＊局

【 142MHｚ-205MHz 】

• クリックすると、無線局リストを表示（次ﾍﾟｰｼ左
表）

• 上記のリストをさらにクリックすることで、個別
の無線局情報を表示（次ﾍﾟｰｼ右表）

7Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

無線局情報の公表のイメージ

【別紙１－１】



【142MHｚ-205MHz 】
無線局等リスト

○〇省（1/1）

△△省（1/2）

△△省（2/2）

総務省（1/●）

・・・

その他の国の機関（○/●）

（略）

項目

免許人の名称 総務省

無線局の種別 陸上中継局

設置場所 東京都千代田区

周波数帯 142MHz-205MHz 

無線局の目的 公共業務用

無線局情報等（総務省（１/●））

88Ⅰ 公共用周波数の見える化の推進

無線局情報の公表のイメージ（つづき）

【別紙１－２】



9Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

１．検討課題

電波の利用状況の実態をより正確に把握するため、利用状況調査を拡充する。その際、重点的に調査対象とすべき帯域を設定
するとともに、発射状況調査の実施期間、時間帯、頻度、測定場所、分析手法等を適切に定め、効果的に調査する。

「規制改革推進会議 第二次答申（平成29年11月）」 ①割当て・利用状況の「見える化」 イ. 効果的な利用状況調査の実施」
【平成29年度検討開始、平成30年夏までに結論、結論を得次第順次実施】

周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね
３年ごとに電波の利用状況を調査し、その結果を基に電波の有効利用の程度を評価する。

研究開発・国際標準化の推進
・新たな無線通信システムの導入のための電波有効利用技術の
開発

・国際競争力強化のための国際標準化等の推進

利用環境の整備
・全国各地で携帯電話等の利活用を可能とする電波環境の構築
・電波監視や人体への影響を考慮した安心・安全な電波環境の
構築

周波数の移行・再編
・周波数の逼迫や、携帯電話の高度化等に対する新たな周波数の確保
・必要な周波数を確保するための周波数移行・再編の実施

電波を取り巻く環境の変化
・電波利用ニーズの拡大
・技術の革新

利用状況調査 調査結果、評価結果

２．現 状

平成15年度から③➢②➢①の順で利用状況調査を実施（3年周期） 移動通信システム等の
電波の利用状況調査

（平成30年度から毎年実施）
臨時調査

周
波
数
帯
別
の

主
な
用
途
等

① 714MHz以下 ② 714MHz超3.4GHz以下 ③ 3.4GHz超

・小規模陸上移動、アマチュア
・航空、海上移動
・地上放送（中波、FM、TV）など

・大規模陸上移動（携帯電話、
MCA）
・移動衛星
・インマルサット衛星 など

・固定マイクロ
・固定衛星、放送衛星
・短距離レーダー、短距離陸上移動 など

携帯無線通信を行う無線局の使用する
周波数帯や広帯域移動無線アクセスシ
ステムの無線局を調査

技術の進展等により新しい周波数有効利用技術が
開発され、一層の電波の有効利用が図られる可能性
が出てくるなどが生じた場合に、臨時の利用状況調査
を実施

9
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３．ヒアリングでの主な意見

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

【深掘り調査（重点調査） について】

① 深掘り調査は、電波の利用状況を把握するために有為な調査。

② 質問項目の追加や個別インタビュー等、現行の労力の範囲内であれば可能。

③ 業務に支障が無いような調査が必要で、過度な負担は避けて頂きたい。

④ ニーズの高い周波数を中心に、対象となる周波数帯や重点調査項目を設定が必要。

⑤ 無線局単位での調査は、調査対象、調査事項、時期については配慮し、効率的な調査が必要。
一方、無線システムとしては同じ回答となることから現実的はないとの意見もあった。

⑥ 通信ログは取得困難や機密にあたるなど、通信ログの提供は困難。

【評価指標の設定について】

① 国民の生命・財産の保護という社会的に重要な役割を担うものであり、「社会的重要性」に配慮が必要。

② 単純に「利用時間」や「利用頻度」といった指標で評価することは適切ではない。

③ 総合的かつ客観的な評価が得られるような指標の選定を要望。

【調査の結果及び評価の公表】

① 国民の人命、生活を守るなどの業務遂行に影響を及ぼすことがないよう公表には配慮が必要。

② 設置場所、周波数等が特定されないよう配慮を希望。

③ 適切な評価が行われていれば、公表は可能。



① 電波の有効利用に結び付けるため、新たに評価指標を定め電波の有効利用度合について評価を行う。また、指標は公
共・民間を問わず公平性を確保するため共通とする。（別紙２参照）

評価指標⇒「時間的有効利用度」「地理的有効利用度」「容量的有効利用度」「技術活用有効利用度」

「社会的重要性」の取扱いについては、無線局の全てがその役割は有しており、これを客観的な指標として評価する
ことは難しいことから、総合評価にあたって考慮する。

② 正確に利用状況を把握するため、重点調査対象を選定し、当該無線局の運用実態等について重点調査を実施する。
（別紙３参照）

③ 無線局の運用状況等を客観的に把握するため,電波の発射状況調査を活用する。（別紙４参照）

④ 利用状況調査の公平性と透明性を確保するために公正・中立な機関が調査全般に関与できる仕組みとする。（別
紙５参照）

⑤ 調査周期について、実情に近い利用状況を把握するため、『３分割・３年周期』から、『２分割・２年周期』に周期を変
更する。（別紙６参照）

⑥ より活用できる利用状況調査とするため、調査結果及び評価内容の公表方法を改善する。（別紙７参照）

11Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

４．対応の方向性

利用状況調査により、周波数の共用や移行等の電波の再配分の可能性を導き出し、更なる電波の有効利用に結び付けるた
め、より正確に、より活用できる評価内容及び調査方法へ見直しを進める。

【見直し内容】
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 運用管理取組状況

電波の有効利用度合の評価

利用目的に応じた、無線局の耐障害性や運用継続性の取組みを実施しているか

電波の利用を廃止し、又は変更した場合、次に掲げる事項※に直接的かつ重大な影響を
及ぼす可能性に留意する（※国の安全確保及び公共の秩序維持等のための電波の利用 等）

評価指標 狙い 調査項目

時間的
有効利用度

割り当てられている運用許容時間をいかに有効的に活用しているか（割当て時間に
対して、実際にどの程度の時間電波を利用しているのか）

・利用時間率（実稼働時間/申請時間）
・実際の電波の占有時間

地理的
有効利用度

利用目的と申請内容に合致した地理的占有面積で電波を利用しているか（申請し
た移動範囲との差異、電波の利用場所に地理的な片寄りはないか）

・電波の地理的占有状況
・空中線電力（免許状の記載事項と実際の
利用状況との差異）

容量的
有効利用度 割り当てられている電波の容量をどの程度有効的に活用しているか

・与えられた周波数帯域の占有率（通信量、
1MHzあたりの伝送容量、チャネル数）
・実際の利用状況は、与えられた周波数帯・
幅を十分必要最小限のものを最大限に活用
しているか

技術活用
有効利用度

デジタル化、ナロー化、他の電波有効利用技術の導入等に有効的かつ積極的に取
り組み、電波の有効利用に寄与しているか

・電波の有効利用に資する技術要素の積極
的取組状況

電
波
の
利
用
状
況
調
査

【
総
合
評
価
】

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

利用状況調査における評価イメージ

 社会的重要性

【別紙２】
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重点調査のイメージ

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

評価指標による評価を行うためには、利用状況をより把握する必要があり、従来のPARTNER等の調査に加え、
無線局の運用状況等を詳細に把握するため重点調査（発射状況調査の活用を含む。）を実施することする。

現
在
の
方
法

システム

システム

システム

免許人数
無線局数

デジタル技術（又はナロー化技術）の導入状況

他の電気通信手段への代替の可能性、他の周波数帯への移行の可能性

無線局の目的
電波の型式、占有周波数帯幅

通信量の管理の有無

点検実施の有無、災害・故障時等の具体的対策の有無、復旧体制の有無

予備電源の有無、運用可能時間

代替、移行、廃止の完了予定時期代替、移行、廃止の実施状況

実運用時間帯（通信を行わない時間帯）

調査対象 調査内容

PARTN
ER

調
査

調
査
票
調
査

システム

システム

調
査
周
波
数
帯

調査内容

PARTNER調査

重点調査

調査票調査

調
査
内
容
の
見
直
し
後

重点調査の概要
（利用状況をより詳細に把握するための調査）

①無線局単位等での調査を実施する。
②無線局ごとの運用状況（稼働状態/通信状態）を時間単位で調査する。
③詳細な移行スケジュールの調査する。
④発射状況調査を活用した調査を実施する。

【別紙３－１】
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重点調査のイメージ

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

（つづき）

ア 重点調査を実施する対象（重点調査対象）の選定については、周波数の共用や移行の可能性を導き出すため、周波数再編
アクションプラン等周波数政策を踏まえながら行うこととする。

イ 重点調査対象となった無線システムの免許人を対象に調査を実施することとする。

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

重
点
調
査
対
象

シ
ス
テ
ム

重
点
調
査
対
象

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

重
点
調
査
対
象

シ
ス
テ
ム

重
点
調
査
対
象

シ
ス
テ
ム

重
点
調
査
対
象

シ
ス
テ
ム

※ 重点調査対象（システム）
※重点調査周波数帯に属するシステム

シ
ス
テ
ム

※ 重点調査対象（周波数帯）

調査対象周波数帯

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

周波数区分ごとの評価

調査対象周波数帯

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

周波数区分ごとの評価 周波数区分ごとの評価 周波数区分ごとの評価

現
在
の
方
法

調
査
内
容
の
見
直
し
後

【別紙３－２】

○重点調査対象
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装置等
固定
又は
可搬

測定周波数 その他

遠隔方位測定装置
（DEURAS・利発調機能）

固定
20MHz～3GHz

(一部3.6GHz）

電波スペクトラム自動記録装置 可搬 20MHz～3GHz

a受信機 AR5001Dスペクトログラ
ム記録機能

b受信機AR6000DSスペクトログラ
ム記録機能

可搬
a25MHz～3.15GHz
b25MHz～6GHz

電波スペクトラム自動記録装置 可搬 1MHz～6.2GHz

発射状況調査の活用のイメージ

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

現在の発射状況調査の能力等を踏まえ、かつ免許人の負担軽減も考慮し、当面、重点調査対象を集中的に調査する

利用状況をより詳細に把握するために、重点調査の対象へ発射状況調査を積極的に活用することとする。

【現在の発射状況調査】

■利用状況調査を補完するものとして、平成25年度か
ら総務省の電波監視施設等を活用して実施。

■周波数移行予定等の周波数帯域における、特定の
地点、特定の時間帯の電波の発射状況を調査。結果
は電波の利用状況調査の参考資料として公表。

■発射状況調査のデータからは、電波を発射している者
の特定は難しい。

これまでの発射状況調査は、多くの場合、特定の１日を時期を変えて２日程度実施

重点調査対象システムに対し、１回あたり１週間以上の期間を年間において数回実施

【別紙４】
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第三者機関の活用イメージ

Ⅱ 周波数利用状況調査の見直しについて

利用状況調査 全体プロセス
調査対象システム

調査項目などの検討 調査実施 調査結果・評価案の
公表 パブコメ 評価案を電監審へ

諮問・答申 評価結果公表
現
在

利用状況調査 全体プロセス

調査対象システム、
調査項目、

発射状況調査など
調査実施 調査結果による

発射状況調査
調査結果・評価案の

公表 パブコメ 評価案を電監審へ
諮問・答申 評価結果公表見

直
し
案

公正・中立な第三者機関
 各フェーズにおける検討状況等について審議
 意見・助言・方向性を示す
 免許人へのヒアリング等

パブコメ結果、パブコメを踏まえた評
価最終案について諮問・答申

重点調査対象
【周波数/システム】

（案）

重点調査対象
【調査項目】

（案）

（調査対象は？） （調査内容は？）

重点調査対象

重点調査対象の選定など利用状況調査の実施にあたって、公平性や透明性を確保するために、公正・中立な第三者機
関が調査全般に関与できる仕組みを検討する。

【別紙５】
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調査周期のイメージ

今後、技術の進歩に応じた電波の最適な利用の実現に当たり必要な周波数の再配分等に資するために、おおむね３年ごとに電波の利用状況を調査・公表
し、国民の意見を踏まえ、電波の有効利用の程度を評価する。

調査周期を短期になるように見直すことで、より現状に近い調査の実施を可能にする。

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

調査対象周波数帯
714MHz以下

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム シ

ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

調査対象周波数帯
714MHz～3.4GHz

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

調査対象周波数帯
3.4GHz超

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム シ

ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム

調査対象周波数帯 ～714MHz
調査対象周波数帯 714MHz～

現
在
の
方
法

調
査
内
容
の
見
直
し
後

技術が進歩し、電波の利用が多様化する中、現在の調査の周期である「３分割・３年周期」から、より実情に近い
利用状況を把握し、評価することで周波数再編に有意義であるこから、『 ２分割・２年周期』に変更することとする。

【別紙６】
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電波利用ホームページにて調査結果及び評価結果が公表されるが、利便性を向上させるために以下を推進する。
① 調査結果の「検索」や「引用」がしやすい公表
② データの二次活用がしやすいデータでの公表
③ オープンデータ方針への準拠
④ 無線局等情報検索（無線局の公表）との連携（利用状況調査結果を無線局の公表情報とリンク）

電波の
利用状況

調査

インターネット公表 調査結果の「検索」や
「引用」がしやすい公表

データの二次活用がし
やすいデータでの公表

オープンデータ
方針への準拠

より正しい情報 より価値のある内容より活用できる情報

無線局等情報検索との連携

②

③

①

④

(1) 調査結果は、活用できる内容で二次利用がしやすい型式で公表されるべきと考える。また、総務省が公表している無線局
等情報検索との連携を強化すべきと考える。

(2) 一部の公共業務用無線局に関する利用状況調査の結果等については、別の無線システムの設置場所、周波数等が特
定されないようにする等、一定程度配慮し、公表していく。

調査結果等の公表のイメージ

【別紙７】



19Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進

１．検討課題

２．現状

① 我が国では、主として公共機関が各々の業務に特化し、かつ専用の周波数を使った無線システムを個別に整備、運用。

② 諸外国では、公共安全業務を担う組織において、音声のほか、画像・映像伝送等の高速データ通信を可能とする、携帯
電話で使用されている通信技術であるLTEを利用した共同利用型の移動体通信ネットワーク（PS-LTE）の構築が進んで
いる。（別紙8を参照）

警察、消防・救急、国土交通、防衛、防災などの関係省庁・関係機関が共同で利用できる「公共安全ＬＴＥ」（PS-LTE）に
ついて、2020年までの実現可能性を含め、関係省庁・関係機関が参画した検討の場を総務省に設ける。

「規制改革推進会議 第二次答申（閣議決定：平成29年11月）」
③帯域確保に向けた対応：公共部門における対応 ア 共同利用型の公共安全ＬＴＥの創設 【平成29年度検討開始、結論を得次第順次実施】
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３．ヒアリングでの主な意見

① 現時点で公共業務用に利用している無線と同等以上の通信距離や通信速度、秘匿性等が確保され、整備・維持費用
が現状よりも軽減されるのであれば、一定のニーズはある。

② 我が国でも諸外国と同様のニーズがあるかどうかは、各機関が連携して業務を行う場合の体制、指揮命令系統等と
深く関連しているところ。
現時点においては、防災相互通信用無線システムを各機関との連絡手段に用いている。

③ まずは、さまざまな事項（要求条件）を踏まえ、検討していく必要がある。
（各機関の利用目的や形態に沿ったセキュリティレベルの確保、整備主体、整備・維持費用、利用周波数、非常時の
通信確保等）

Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進

４．地方自治体への調査における主な意見

災害対策等の業務における通信手段に関して、ＰＳ－ＬＴＥを含むシステムの高度化に係るニーズや、現状利用している無線シ
ステムの課題等について地方自治体の意見を把握するため、以下の調査を実施。

（１）東海地方の４県及び県下の市町村を対象にしたアンケート調査 （対象自治体数：160団体、回答自治体数：129団体。）

① 組織を超えて通信ができる通信手段の確保を必要と考える自治体は約８割を占めた。また、具体的には、音声だ
けではなく、映像、地図情報や位置情報の共有が必要との意見があった。

② 隣接地域等で災害が発生し、その応援等で被災地に赴くことを想定した場合、普段から相互運用性が確保された
通信機器・通信システムを利用することについて、メリットが大きいと考えると考える自治体は、約８割を占めた。



21Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進

５．対応の方向性

ＰＳ－ＬＴＥの導入に関して、国内の関係機関において継続的かつ具体的に検討を進める体制を構築する。
その際、国内の業務の実態を踏まえたＰＳ－ＬＴＥ導入にあたっての基本的要件や、整備・管理主体の選択肢等を提示してい

く。（別紙9,10）

（２）九州北部豪雨の災害対策本部で活動した６機関を対象にヒアリングを実施
（平成30年1月30日、朝倉市防災交通課、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防本部)、警察庁九州管区警察局、国土交通省九州地方整備局、第七管区海上保安本部、ＤＭＡＴ）

① 海上保安庁のヘリコプターと地上消防隊員との間で防災相互無線による通信を試みたが、周波数が異なることか
ら実現しなかった。

② 緊急消防援助隊※では、個人の携帯電話によるLINEアプリケーションを活用した情報共有が行われたので、
PS-LTEで同様の仕組みができると便利。
※ 大規模災害時等において被災した都道府県内の消防力では対応が困難な場合に、消防庁官の指示を受け全国の消防機関の隊員が出動。

③ 防災関係機関が把握した道路状況や災害情報が、機関を超えて共有できるシステムがあれば災害対応の効率が
上がるのではないか。

④ DMATは専用の通信手段を持っていないため、ＰＳ－ＬＴＥのような専用の無線機器があれば使用したい。
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導入スケジュール 周波数 運用管理主
体

利用者 経費等 備考

米国 ・FirstNetにおいて
2017年から整備を開
始し、2021年以内に全

国整備予定

専用バンド
• 700MHz帯（2×10MHz）

商用バンド

・（確認中）

FirstNet
AT&T（25年の

契約期間）

主要ユーザー
（警察、消防、
救急、医療）、
拡張ユーザー
（公益事業、政
府等）

• 政府は65億USド

ル拠出（整備支
援）

• AT&Tは、ＮＷの

整備・運用等に
約400億USドル

を負担

2018年1月、全50州とワシントン
DCを含む6つの地域全てにおい
てFirstNet Networkのコア網と
接続するRAN(Radio 
Access Network)の整備につい
て、AT&Tの提案を採用する
(Opt-In)ことを決定

英国 2020年上半期までに

全ての地域で移行完
了（見直し中）

• 商用バンド
（800MHz帯、2.6GHz帯、
1.8GHz帯、2.1GHz帯）

• 国防省と共有（2.3GHz
帯）

EE 緊急サービス
（警察・消防・救
急）のほか、
300以上の公共

安全ユーザー

政府は10億￡を拠

出

PS-LTEの導入開始が遅れており、

内務省は導入スケジュールと
費用の見直している。

韓国 ・2015年から第1次試
験事業
・2017年から第2次試
験事業
・2020年に全国整備

予定

専用バンド
• 700MHz帯（2×10MHz）

※ 第２次試験事業においては、
ＰＳ－ＬＴＥを補強するため商用
ネットワークを利用。全国整備に
おいて商用網を利用するか否か
は不明。

災害安全通
信網事業推
進団（行政安
全部の配下）

８分野（消防、
警察、海上警
察、自治体、軍、
医療、電気、ガ
ス）の330機関

約2兆ウォン
（2014年時点）
2016年秋の計画

見直し後について
は調査中

当初、整備完了は2017年予定
とされていたが、2016年の見直
しにより、整備完了時期は2020
年になった。

フランス ・2018年末までに1カ
所で先行導入
・2020年までにパリで
導入予定。
・2024年（オリンピック
開催）まで順次拡大。

専用バンド
• 700MHz帯（2×3MHz、

2×5MHz）

商用バンド

請負事業者
は2018年5月

末に決定予定

国家警察、憲
兵隊、県庁、税
関、消防、救急
等

2018年での先行導入では、国

家警察と憲兵隊のうち特殊部
隊400名のみが参加。周波数帯
は、700MHz(2×3MHz)及び商

用網を利用。

現在、詳細確認中

【別紙８】 Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進
諸外国におけるPS-LTEの導入・整備の状況について



23Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進

我が国で実現するための機能・性能要件（案）

１．導入・整備面
① 個別で整備するよりも、運用経費も含めたトータルコストが低減されること。
② 端末調達が容易であること。

２．維持・運用面
① 同じサービス機能を実現する場合において、個別に運用する場合よりも、経費、管理の煩雑さが低減されること。
② 障害発生時の責任分解点が明確であること。
③ 障害範囲の拡大の限定化できること。

⑩ 各機関の業務毎の特性に特化したサービスの実現と
機能･性能の向上の容易性

⑪ 災害時等の優先制御

⑫ システムの移行時期における、旧来のシステムとＰＳ
－ＬＴＥの接続可能性

① 災害時の確実な通信
② エリアの確保（常設、臨時）
③ 通信の秘匿性の確保
④ 基地局単独運用、D２D通信
⑤ 音声通信の他、画像・映像伝送
⑥ 単信・複信、グループ通信、マルチキャスト
⑦ 端末の堅牢性（現行の業務用無線と同等以上）
⑧ 端末の操作性・利便性・携帯性の向上
⑨ 端末の盗難、置忘れ等による不正利用、

情報漏洩、改ざん等への対策、
NWシステムのサイバーセキュリティ対策

３．サービス面

【別紙９】



24Ⅲ ＰＳ－ＬＴＥ等の公共用周波数の再編・民間共用の推進

整備・管理主体の選択肢の在り方について

諸外国におけるPS-LTEのネットワーク整備方法（整備・管理主体の在り方）は、大きく以下の３通りに分類される。

①商用（携帯電話事業者の）ネットワークを利用 ：英国（EE）、オーストラリア（Telestra）
②自営ネットワークとして整備主体が自ら構築 ：韓国※
③商用ネットワークと自営ネットワークのハイブリッド型 ：フランス、米国（Firstnet,AT&T）

整備方法 メリット デメリット 備考

① 商用ネッ
トワーク

• 最も整備コストがかからない
• 最も整備・期間が短期
• 商用の周波数リソースの活用可能性

• 商用ネットワークの死活に依存

• 災害時に輻輳が生じる可能性が最
も高い

② 自営ネッ
トワーク

• 商用ネットワークの死活に左右されず、独
自に管理・運営可能

• 最もニーズに即したカバーエリアの構築が
可能

• 最も整備コストを要する
• 最も整備・期間が長期化する可能性

③ ハイブ
リッド

• 自営よりは、早期に、かつ安価に整備可能

• 平時の民間利用により、周波数有効利用
に繋がる

• 商用側の設備投資に関するインセン
ティブ

• 整備主体以外の商用ネットワークと
の相互接続性

専用周波数を確
保しているＦｉｒｓｔｎ
ｅｔを想定

※ 韓国が現在実施している試験事業では、ネットワーク事業者にSKテレコムが選定され商用網も利用されるとの報道。全国整備における構築方法については確認中。

各整備方法に関する主な相対的メリット・デメリットは、以下のとおり。

【別紙10】

これらを踏まえ、我が国において最も適する整備・管理主体の在り方について検討が必要。
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・現行の無線局の公表状況について
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・英国の公表状況の概要
・利用状況調査の状況について



26現在の無線局に関する情報の公表制度の概要①

電波行政の透明性の向上を図るとともに、電波利用の一層の推進を図るため、平成14年度の電波法
改正に基づき、無線局免許状等の記載情報をインターネット（電波利用ホームページ）で公表を開始

※ 免許状等に記載された事項のうち、免許人、登録人の住所や設置場所の詳細情報等は、プライバシー保護等の観点から不公表

電波法第25条第1項

総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録（以下「免許等」という。）をしたときは、総
務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状（以下「免許状
等」という。）に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法に
より公表する。

１ 公表する無線局免許状等の記載された事項（電波法施行規則 （以下「施行規則」という。）第11条）

① 免許の年月日及び有効期間
② 免許人の名称
③ 無線局の種別
④ 無線設備の設置場所（市区町村単位）

常置場所、移動範囲
⑤ 識別信号（呼出名称を除く）
⑥ 電波の型式、周波数及び空中線電力
⑦ 無線局の目的
⑧ 通信事項又は放送事項
⑨ 通信の相手方（対向局の不公表情報に係るものを除く）
⑩ 運用許容時間
⑪ 指定無線局数（包括免許に限る）
⑫ 運用開始の期限(包括免許に限る）

免許状の公表事項

① 登録の年月日及び有効期間

② 登録人の名称

③ 無線設備の規格

④ 無線設備の設置場所（都道府県及び市区町村単位）

（包括登録の場合は「無線設備を設置しようとする区域

又移動範囲」）

⑤ 周波数及び空中線電力

（包括登録の場合は空中線電力は最大のもの）

登録状の公表事項



27現在の無線局に関する情報の公表制度の概要②

(1) 全ての項目を不公表としている無線局（電波法施行規則第11条の２）
国の安全、外交、犯罪の予防及び災害対策用等に関わる無線局
（例：防衛用、警察用、消防用、防災用 等）

(2) 周波数のポイントを不公表としている無線局（周波数帯を公表）（同規則第11条第3項及び第4項）
電波妨害等を誘発し、人の生命や安全、公共の安全の確保に密接に関わる活動及び
取材活動に関わる無線局
（例：鉄道事業用、電気事業用、新聞通信用、放送事業用 等）

２ 免許状記載事項等を公表しない無線局の概要

周波数帯 区分 無縁局を開設する目的

指定されて
いる周波数
が500MHz以
下のもの

上記（１）以外の無線局であって、
人の生命や安全又は公共の安全
の確保に密接に関わる無線局

鉄道事業、軌道、電気事業、ガス事業、電気通信業務の目的の遂
行に必要な電気通信役務を提供する無線局

限定なし 取材等を目的とした無線局 新聞通信、放送事業､有線テレビジョン放送事業､電気通信役務利
用放送事業に必要な電気通信役務を提供する無線局

総務省電波利用ホームページから抜粋
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電波法施行規則第11条の2
主な免許人

目的（通信事項）
第1号 警察庁の無線局 警察庁

第2号 防衛省の無線局 防衛省

第5号 海上保安庁の無線局 海上保安庁

第6号 消防事務の無線局 消防庁、地方公共団体

第7号

水防事務の無線局 国、地方公共団体
水防道路(災害対策・水防に関する
事項を除く。)の無線局

国

災害対策、水防の無線局 国

第8号
防災対策の無線局 国、地方公共団体
防災行政事務の無線局 地方公共団体

第10号 消防事務の無線局 地方公共団体

ただし、左記に該当しても、電波法施行規則第10条の２により、
公示している次の無線局は公表対象となる。
・海岸局であって、電気通信業務を行うものや特定の周波数を
利用するもの

・航空局であって、電気通信業務を行うものや航空交通管制を
行うもの

・無線航行陸上局
・海岸地球局
・航空地球局（航空機の安全運行又は正常運行のもの）
・標準周波数局

無線局情報の提供制度の対象とされていない無線局

無線局免許状等の記載情報のインターネット（電波利用ホームページ）での公表にあわせ、平成15年度から、
無線局を開設しようとする者が自らの無線局の開設に必要な他の無線局との混信調査を行えるようにするため、
目的外利用を禁止した上で、混信調査に必要な範囲内で無線局情報を提供

１．提供される情報

工事設計書に記載されているような詳細な免許情報（例：無線局の詳細な設置場所、電波の詳細な発射方向、アンテ
ナの高さ等）を提供。

２．無線局情報の提供制度の対象とされていない無線局

一旦、目的外に利用された場合には、取り返しがつかないような重大な問題が発生することとなる情報（国の安全に
関する情報等）については、情報提供の対象外とされている。（電波法施行規則第11条の２の３）

無線局情報の提供制度
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情報公開に係るその他の取組み

国等による電波の有効利用について、国民への説明を強化する観点から、国等の電波の利用状況に関する情報を総務省の

ホームページにおいて公表（平成18年４月３日更新）

④ ②の無線局のデジタル／アナログ別（デジタル化率）

⑤ 国等の電波利用に関する周波数有効利用の取組動向

・電波有効利用政策研究会（平成14年１月～平成16年９月）における電波利用料制度の見直しの検討にあたり、負担の公平性の確

保の観点等から、国等も電波利用料を負担すべきとの意見が産業界等から寄せられた（同研究会最終報告に関するパブリックコ

メントの指摘）

・平成17年10月参議院総務委員会附帯決議において、国等が使用する無線局の電波利用料負担の在り方について
は、可及的速やかに結論を得て、その使用する電波の一層の有効利用を促すとともに、情報公開に努めることが
求められた。

国等の電波の利用に関する情報の公表

国等の電波利用の実態や有効利用努力に関する情報を公表

① 公共業務用に分配されている周波数帯幅

② 国・独立行政法人・地方公共団体の無線局のうち、電波利用料
が減免されている無線局の局数及び無線局全体に占めるその割
合

③ ②の無線局の局数の推移

平成１７年度から実施

平成１８年４月に追加

国等の電波の利用に関する情報の公表について

前述までの無線局の情報公開等のほか、これまで次のような取組みを行ってきているところ。



30米国での公表状況の概要①

NTIAにおける公表例（公表状況１）

米国では、連邦政府が使う周波数はNTIA※1が、民間等が使う周波数はFCC※2がそれぞれ管理

NTIAのWebサイトでは、連邦政府の公共業務用周波数の使用状況を公表（周波数ポイントは不公表）
（公表状況１）

特に、225MHz～7.125GHz帯の特定の周波数は、周波数分配ごとに、連邦政府の機関単位の周波数
割当及び無線の利用形態等を記述（公表状況２） ※１ NTIA（National Telecommunications and Information Administration）

アメリカ合衆国商務省 電気通信・情報局
※２ FCC (Federal Communications Commision) アメリカ合衆国連邦通信委員会

連邦政府が使用する周波数の公表事例（216-225MHz帯の例）

利用する政府機関名や、大まかな
利用形態などを記載

FEDERAL SPECTRUM USE SUMMARY
30 MHz – 3000 GHz 

NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND 
INFORMATION ADMINISTRATION

OFFICE OF SPECTRUM MANAGEMENT 
JUNE 21, 2010 
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Federal Government Spectrum Use Reports 225MHz - 7.125GHz

225MHzから7.125GHz帯の周波数について、
いくつかの帯域に区切り、その帯域毎に利
用する政府機関名や利用形態等を公表して
いる。

１ 周波数帯の概要
２ 周波数割当計画
３ 政府機関ごとの周波数の数と無線業

務ごとの割合
４ 主なシステムの具体的な利用形態
５ 将来的な周波数利用計画

なお、この公表は、2015年12月に225MHz
から5GHzまでの周波数について実施され、
2017年1月に5GHzから6GHzまで、2017年8
月に7.125GHzまでに、順次拡大されている。

米国での公表状況の概要②
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例えば、225MHz～328.6MHzまでの周波数に関して、次のとおり、利用する政府機関名や
利用形態等を公表している。

出典：https://www.ntia.doc.gov/page/federal-government-spectrum-use-reports-225mhz-6ghz

このほか、２ 周波数割当計画、３ 政府機関ご
との周波数の数と無線業務ごとの割合、４ 主
なシステムの具体的な利用形態、５ 将来的な
周波数利用計画を記載

【詳細は、次ページを参照】

2017年8月現在

225-328.6MHz帯は、航空局、沿岸警備隊、
NASA、エネルギー省等が、移動衛星、航空
管制等の用途で利用しているなどを記載

米国での公表状況の概要③



33

周波数使用状況を詳細に公表している事例
（「225-328.3ＭＨｚ」の周波数使用状況報告 抜粋）

2017年8月現在

米国での公表状況の概要④



34英国での公表状況の概要

英国は、OfcomのWebページで、公共業務用の無線局が使用している周波数（8.3kHz～275GHz）を公表
（周波数ポイントは不公表）。

同Webページでは、公共業務用の無線局（Public sector）を「Military」、「Business Radio (Police and
Fire) 」、「Business Radio (Public Safety) 」及び「Crown Recognised Spectrum Access」に分類し公表。警
察と消防を区分していないなど個別の行政機関の記載なし。

 また、船舶、小型デバイスなど無線態様としての用途の記載はあるが、業務（目的）での用途は不公表。

Ofcomにおける公表例

出典：英国通信庁（Office of Communications: Ofcom）Webページ「UK spectrum map」
http://static.ofcom.org.uk/static/spectrum/map.html

周波数ごとに「Military」「Business 
Radio (Police and Fire)」等の無線
の利用方法としての用途を表示



35電波の利用状況調査の目的と調査対象

■ 今後、技術の進歩に応じた電波の最適な利用の実現に当たり必要な周波数の再配分等に資
するために、おおむね３年ごとに電波の利用状況を調査・公表し、国民の意見を踏まえ、電波の
有効利用の程度を評価する。

■ ３年を周期として、電波法で定める周波数帯（3THz以下）を ①714MHz以下、②714MHzを超え
3.4GHz以下、 ③3.4GHzを超えるものの３つに区分し、区分ごとに毎年度順番に調査を実施。

■ 国、地方公共団体及び民間が開設している全ての無線局を総合通信局の管轄区域ごとに調査。

３年を周期として周波数帯ごとに実施

臨時調査

周
波
数
帯
別
の
主
な
用
途
等

① 714MHz以下 ② 714MHz超3.4GHz以下 ③ 3.4GHz超

・大規模陸上移動（携帯電話、MCA）
・移動衛星
・インマルサット衛星 など

・小規模陸上移動、アマチュア
・航空、海上移動
・地上放送（中波、FM、TV）など

・固定マイクロ
・固定衛星、放送衛星
・短距離レーダー、短距離陸上移動 など

2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数を使
用する広帯域移動無線アクセスシステムの無
線局

携帯電話等の移動業務で主に利用している周波数
帯.電気通信事業者等比較的大規模な免許人の無
線局が多数を占めている。

電波の特性上、山や建造物があってもある程度まで
電波の回り込むことが可能な伝搬特性を有しており、
アマチュア、簡易無線など周波数を共用している無
線局が多数を占めている。

電波の特性上、電波の指向性が鋭く直進性が強くな
り、主な利用形態として固定業務、衛星通信、レー
ダー等に使用されている。固定局など無線局当たり
の周波数が多い局が多数を占めている。

周波数再編アクションプランにおいて、広帯域
移動無線アクセスシステムの利用に関し
2.5GHz帯での周波数帯の拡大（2,625～
2,655MHz）を図ることとしており、同周波数帯
の割当ての検討等に資するため、臨時の利
用状況調査を実施

実
施
年
度

H17 H16 H15

H20 H19 H18

H23 H22 H21

H26 H25 H24 ★H25年1月告示、同4月公表

H29 H28 H27

H31 H30

※「移動通信システム」の電波の利用状況調査については、平成30年度調査から実施予定。



36調査方法と調査項目

■ 調査対象無線局を全国11の総合通信局通信局等の管轄区域ごとに調査を実施。

■ 免許人情報を管理する総合無線局監理システムデータベースの情報に基づく調査及び免許人に調査票を送付し、
その報告に基づく調査等を実施。

■ 免許及び登録を要しない無線局については、技術基準適合証明を受けた無線設備の台数等の調査を実施。
■ 電波の利用状況調査を補完するため、一部の無線システムへ電波の発射状況調査を実施。

調査方法
総合無線局監理システム

（PARTNER）調査
調査票調査※ 免許不要局台数調査

調査
イメージ

主な
調査項目

①免許人数

②無線局数

③無線局の目的

④電波の型式、占有周波数帯幅

⑤通信量の管理の有無

⑥実運用時間帯（通信を行わない時間帯）
⑦デジタル技術（又はナロー化技術）の導入状
況

⑧予備電源の有無、運用可能時間（具体的な
時間）

⑨管理規程の有無、管理責任者配置の有無、
点検実施の有無、災害・故障時等の具体的対
策の有無、災害・故障時等の復旧体制の有無

⑩他の電気通信手段への代替の可能性、他の
電気通信手段への代替の可能な時期、他の電
気通信手段への代替困難な理由、他の周波数
帯への移行の可能性
⑪代替、移行、廃止の完了予定時期、代替、移
行、廃止の実施状況

技術基準適合証明を行った特定無線設
備の数

出荷台数

無線局DB
（PARTNER）

無線局数等の
基礎数値調査

免許人 利用実態等
の調査 登録証明機関

認証取扱業者 出荷台数等

※調査票調査の対象となるシステムは、周波数アクションプラン、周波数移行対象などの状況をふまえて決定します。



37電波の発射状況調査

＜ 電波の発射状況調査の測定可能な装置 ＞

装置等
固定
又は
可搬

測定周波数 その他

遠隔方位測定装置
（DEURAS・利発調機能）

固定 20MHz～3GHz

電波スペクトラム自動記録装置 可搬 20MHz～3GHz

・受信機 AR5001Dスペクトログ
ラム記録機能

・受信機AR6000DSスペクトログ
ラム記録機能

可搬
20MHz～3GHz

電波スペクトラム自動記録装置 可搬 1MHz～6.2GHz

■電波の利用状況調査を補完するものとして、平成25年度から総務省の電波監視施設等を
活用して実施。

■周波数移行予定等の周波数帯域における、特定の地点、特定の時間帯の電波の発射状
況を調査。結果は電波の利用状況調査の参考資料として公表。

■調査結果は、縦軸に時間、横軸に周波数の形式で公表される。（発射状況調査のデータ
からは、電波を発射している者の特定は困難）

電波の利用状況の調査等に関する省令
第五条 免許を受けた無線局に係る法第二十六
条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に
掲げるものとする。
（中略）
６ 総務大臣は、第二項から第四項まで及び前項
に定める方法による調査を補完するものとして、
自ら行う電波の発射状況の調査結果を活用する
ことができる。

＜ 電波の発射状況調査の調査結果の一例 ＞

これまでの電波の発射状況調査の実績

■平成25年度
800MHz 映像FPU
800MHz 特定ラジオマイクの陸上移動局(A型）
900MHz 携帯無線通信、パーソナル
905MHz 携帯無線通信（陸上移動局）
945MHz 携帯無線通信（基地局）
950MHz 移動体識別（RFID)、950MHz 音声STL
2.4GHz 小電力データ通信システム（無線LAN)

■平成26年度
150MHz 簡易無線
350MHz 簡易無線
400MHz 地域振興用無線
400MHz タクシー無線

■平成27年度
5GHz 小電力データ通信システム（無線LAN)

■平成28年度
800MHz 映像FPU
800MHz 特定ラジオマイクの陸上移動局(A型）
900MHz 携帯用無線通信、 905MHz 携帯用無線通信
945MHz 携帯用無線通信（基地局）、958MHz 携帯用無線通信（基地局）
1.8GHz PHS
2.4GHz 小電力データ通信システム（無線LAN)



38調査項目と省令及び評価内容の関係

① 免許人数

② 無線局数

⑦ デジタル技術（又はナロー化技術）の導入状況

⑩ 他の電気通信手段への代替の可能性、他の電気通
信手段への代替の可能な時期、他の電気通信手段へ
の代替困難な理由、他の周波数帯への移行の可能性

③ 無線局の目的

④ 電波の型式、占有周波数帯幅

⑤ 通信量の管理の有無

⑨ 管理規程の有無、管理責任者配置の有無、点検実
施の有無、災害・故障時等の具体的対策の有無、災
害・故障時等の復旧体制の有無

⑧ 予備電源の有無、運用可能時間（具体的な時間）

⑪ 代替、移行、廃止の完了予定時期、代替、移行、廃
止の実施状況

無線局に係る
無線設備の利用状況

無線局を利用する
体制の整備状況

無線局の分布状況

他の電気通信手段への
代替可能性

総合無線局監理システム（PARTNER）データ及び免許人からの調査票回答に基づき、省令に定める調査項目
について分析を行い、評価を実施。

⑥ 実運用時間帯（通信を行わない時間帯）

※電波の利用状況の調査等に関する省令
（平成十四年十月三十日総務省令第百十号）

※電波法第二十六条の二第三項に規定する電波の有
効利用の程度の評価に関する基本方針(平成十九年一
月四日)(総務省告示第一号)

免許人の数

無線局の数

電波を有効利用する為の計画

他の電気通信手段への
代替可能性

無線局の目的及び用途

無線設備の使用技術

使用周波数の移行計画

無線局の具体的な使用の実態

無線局の具体的な使用の実態

調査項目 省令 評価内容



39不公表情報の取扱い

総合無線局監理システム
（PARTNER）

【電波の利用状況調査データ】

調査結果ファイル
一部の

調査結果ファイル

分析結果ファイル
一部の

分析結果ファイル

集計値のデータ

集計値を
集計・分析した

データ

評価結果
（システム別評価）

調査結果
として公開

執筆

システム評価

周波数再編
アクション

プラン

周波数
割当計画

無線局免許
等を要しない
電波利用シ

ステム

評価結果
（総括・総合評価）

総合評価

その他、評価の参考に
しているデータ

内容を踏まえて 内容を踏まえて
評価結果
として公開

内容を踏まえて

一部の情報を不公表として取り扱っている。 電波の利用状況の調査等に関する省令
第七条 法第二十六条の二第三項の規定により公表する利用状況
調査及び評価の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次
に掲げるところにより作成するものとする。
一 周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民
に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまと
めること。
二 利用状況調査の結果が数値で得られる第五条第一項及び第三
項に定める事項については平均値を算定することその他適切な方
法によって処理すること。
三 前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号）第五条に規定する不開示情報に配
意すること。

平成XX年
電波の利用状況調査

【調査票】

不公表



40電波の利用状況調査 制度の経緯

電波有効利用の促進に関する検討会

IT革命の進展による携帯電話や無線アクセスシステムなどの新たな電波ニーズの増大により、無線局数は爆発的に増加。こうした電波利用
の増大に伴い、今後発展が期待される電波利用システムの導入に必要となる周波数の迅速な確保が求められ、総務省では、電波の有効利
用に向けた取り組みの一環として、平成１４年に電波法を一部改正することにより、電波の利用状況を調査し、これを評価し、公表する制度を
創設し、周波数割当計画の作成、変更に活用していくこととした。

電波法の一部を改正する法律（平成14年法律第38号）附則第２項の規定によ
り、法施行（平成14年10月31日施行）後10年を経過した場合において、電波の
利用状況調査の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、
必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずることと
なっている。

電波有効利用成長戦略懇談会

電波利用の円滑化に向けた取組み

 電波の利用状況調査の見直し
平成24年

無線局数
約8,100万局

約2.2億局

約1.3億局

５年間

10年間

平成19年

平成29年

平成13年

平成14年

・調査内容、評価手法の深化
・調査結果の公表方法の見直し
・免許人回答手段の電子化
・周波数帯の区分の見直し

見
直
し

 移動通信システム調査周期の見直し

平成29年5月に成立した電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律に
おいて、現在、おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期
について、無線通信サービスに関する最新技術の使用動向や無線局数の増加
に伴う周波数需要の変化を的確に把握できるよう、総務省令で柔軟に定めるこ
ととされた。

次に掲げる周波数帯については、毎年、電波の利用状況調査を行う。

・携帯無線通信を行う無線局の使用する周波数帯
・広帯域移動無線アクセスシステムの無線局

(平成十九年一月四日)(総務省告示第一号)「電波の利用状況の調査等に関す
る省令の一部を改正する省令」 電波の利用状況の調査の効率性を高めるとと
もに、免許人の負担を軽減するため、 調査事項の見直し等を行う。

・免許人の負担軽減
・周波数割当計画の変更時期の検討の容易化
・調査票の作成及び管理の容易化
・評価のための十分な時間の確保

見
直
し

 電波の利用状況の調査等に関する省令の見直し

見
直
し

電波の利用状況の公表等に関する調査研究会



41平成29年度電波の発射状況調査について ～714MHz以下の周波数帯域～

電波の利用状況調査を補完する電波の発射状況調査（以下、「発射状況調査」という。）
を有効に活用することが求められている中、今後の発射状況調査の対象システムや測定
手法等の検討に繋がる視点も合わせ持って本年度の発射状況調査を実施する。

従来の発射状況調査は、多くの場合、特
定の１日を時期を変えて２回、計２日調査
を実施。

① 一定期間の継続調査により電波の発射
状況の実態を把握するため、１週間程
度の測定。

② 監視用機器を活用した測定。

③ 監視用機器と遠隔方位測定装置
（DEURAS）を組み合わせた測定。

発射状況調査の対象は、周波数アクションプランを参考に
選定。（平成28年度は、比較検討を行うために３年前と同一
システムを対象とした。）

平成29年度調査の対象は、平成26年度に実施した対象シ
ステムに加え、以下の発射状況調査を実施。

① 新たなニーズ（割当）がある周波数帯域を発掘するため
の発射状況調査

② 平成29年度電波の利用状況調査（免許人調査による実
運用時間）の確認のための発射状況調査

③ 公共用が使用している周波数で周波数移行等を求めて
いる周波数帯域の発射状況調査

④ 一般業務用等に使用されている周波数の使用状況を把
握するための発射状況調査

変更変更

＜調査対象＞ ＜測定方法等＞
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